
十
二
月
定
例
市
議
会
報
告 

 
 

前
号
に
引
き
続
き
、
代
表
・ 

一
般
質
問
な
ど
十
二
月
定
例
会 

を
中
心
に
報
告
い
た
し
ま
す
。 

日
本
共
産
党
議
員
団
は
、
広
瀬 

憲
一
議
員
が
代
表
質
問
に
、
一
般 

質
問
は
、
西
本
嘉
宏
議
員
が
行
い

ま
し
た
。 

 

《広
瀬
憲
一
議
員
の 

代
表
質
問 

》 
 

市
の
地
域
医
療
整
備
と
柏
原
赤
十
字
病
院
問
題
に
つ
い
て 

 

（問
） 

市
の
地
域
医
療
整
備
は
、
市
民
の
生
命
に
か
か
わ
る
最
重
要
課

題
で
あ
る
。
七
十
年
の
長
期
に
わ
た
り
地
域
医
療
に
大
き
く
貢
献
し
、
丹

波
地
域
の
中
核
病
院
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
柏
原
赤
十
字
病
院

は
、
経
営
悪
化
の
中
で
、
閉
鎖
・撤
退
が
心
配
さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
う
し
た
中
で
、
議
会
で
の
説
明
も
な
い
ま
ま
、
す
で
に
、
「市
民
病
院
」

建
設
の
話
が
進
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
市
内
の
地
域
医
療
体
制(

東
部
地

域)

の
整
備
が
求
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
、
存
続(

移
転
も
含
め)

を
図
る
べ
き

で
あ
る
。 

(

答) 

地
域
の
格
差
是
正
に
配
慮
し
、
市
内
ど
こ
で
も
高
度
医
療
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
整
備
、
充
実
に
努
め
、
市
全
体
の
医
療
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
十
二
月
中
に
「丹
波
市
病
院
の
あ
り
方
検

討
協
議
会
」の
結
果
を
待
ち
た
い
。 

 

 
 

市
の
障
害
者
支
援
計
画
に
つ
い
て 

 

（問
）来
年
度
よ
り
実
施
さ
れ
る
障
害
者
自
立
支
援
法
は
、
障
害
者
の

生
き
る
権
利
を
奪
う
、
憲
法
２
５
条
を
無
視
し
た
最
悪
の
自
立
破
壊
法
で

あ
る
。 

①
障
害
が
重
い
ほ
ど
負
担
が
重
い 

②
障
害
者
年
金
と
十
分
に
働
く
こ

と
が
出
来
な
い
障
害
者
に
と
っ
て
応
益
負
担
は
大
き
い 

③
福
祉
事
業
者

と
対
立
さ
せ
ら
れ
障
害
者
と
の
分
断
が
起
き
る
な
ど
問
題
が
あ
る
。
市
障

害
者
支
援
計
画
を
財
政
上
の
都
合
を
だ
け
を
優
先
さ
せ
ず
、
す
べ
て
の
障

害
者(

児)

が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
施
設
・作
業
所
等
充
実
支
援
す
べ
き
だ
。 

 

（答
）市
の
障
害
者
計
画
に
つ
い
て
は
、
自
立
と
社
会
参
加
の
観
点
で
検

討
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
市
内
の
各
関
係
団
体
の
意
向
を
尊
重
し
、
社
会
福

祉
法
人
等
の
支
援
を
す
る
。
国
県
の
補
助
事
業
を
見
据
え
具
体
的
施
策

を
計
画
策
定
と
と
も
に
検
討
し
た
い
。 

 

《西
本
嘉
宏
議
員
の
一
般
質
問
》 

 

子
育
て
支
援
「行
動
計
画
」の
本
格
的
な
推
進
を 

（問
） 

本
市
の
出
生
率
や
人
口
の
減
少
傾
向
は
深
刻
で
あ
る
。
ど
う
認

識
し
て
い
る
か
。 

「
次
世
代
育
成
支
援
行
動
計
画
」の
本
格
的
な
推
進
は
緊
急
の
課
題
で

あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
「推
進
本
部
」と
担
当
の
「子
育
て
支
援
課
・室
」な
ど

を
設
置
し
体
制
強
化
を
図
る
べ
き
で
な
い
か
。 

（答
） 

晩
婚
・未
婚
や
子
育
て
と
仕
事
の
両
立
等
の
負
担
な
ど
が
起
因
。

子
育
て
支
援
に
関
わ
り
一
体
的
に
業
務
運
営
の
で
き
る
組
織
を
検
討
し

ま
す
。 

 

コ
ミ
ュ
ニ
ィ
テ
ー
バ
ス
の
導
入
の
取
り
組
み
と
課
題 

（
問
） 

合
併
で
市
域
が
広
大
に
な
り
、
高
齢
者
や
障
害
者
、
児
童
・生

徒
な
ど
の
移
動
手
段
と
し
て
、
期
待
さ
れ
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
ィ
テ
ー
バ
ス
は
、

｢

新
市
建
設
計
画｣

で
も
示
さ
れ
て
い
る
。
県
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ィ
テ
ー
バ
ス
基
本

構
想
」の
検
討
状
況
や
具
体
的
な
取
り
組
み
と
導
入
時
期
は
ど
う
か
。 

（答
） 

「市
公
共
交
通
活
性
化
推
進
協
議
会
」を
設
置
し
、
意
向
把
握
、

地
域
力
を
生
か
し
た
交
通
サ
ー
ビ
ス
の
方
策
を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。 

 

障
害
者
・乳
幼
児
な
ど
福
祉
充
実
、 

子
育
て
支
援
の
た
め
に
市
独
自
の
支
援
を 

（
問
） 

７
月
か
ら
「福
祉
医
療
費
助
成
制
度
」
が
改
悪
さ
れ
負
担
強
化

さ
れ
た
が
、
障
害
者
や
乳
幼
児
の
医
療
費
助
成
に
つ
い
て
「内
部
で
検
討
す

る
」と
し
て
い
た
が
ど
う
か
。 

（答
） 

重
度
障
害
者
の
負
担
軽
減
の
た
め
に
入
院
に
か
か
る
費
用
負
担

額
と
子
育
て
支
援
と
し
て
６
歳
ま
で
の
乳
幼
児
入
院
費
用
を
助
成
し
ま

す
。 

 

社
会
福
祉
法
人
の
「利
用
者
負
担
軽
減
制
度
」の 

実
施
と
充
実
を 

（
問
） 

介
護
保
険
法
の
改
悪
で
利
用
者
の
負
担
が
増
え
る
こ
と
に
な
っ

た
が
、
社
会
福
祉
法
人
な
ど
に
よ
る
「
利
用
者
負
担
軽
減
制
度
」
の
実
施

状
況
と
軽
減
率
を
２
分
の
１
か
ら
４
分
の
１
へ縮
小
し
た
分
、
市
単
独
で
助

成
で
き
な
い
か
。 

（答
） 

市
内
２
法
人
で
実
施
さ
れ
、
１
法
人
は
実
施
の
届
出
を
行
い
、
他

法
人
も
前
向
き
に
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。
市
単
独
分
の
上
積
み
は
考
え
て

い
ま
せ
ん
。 

 

火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正 

＾  
 

住
宅
用
防
災
警
報
器(

火
災
報
知
器)

の
設
置
を
義
務
化
へ 

 

主
な
改
正
点
は
、 

① 

ボ
イ
ラ
ー
の
蒸
気
管
を
被
覆
す
る 

遮
熱
材
料
の
例
示
か
ら
現
在
、
製
造
、
使
用
が
禁
止
さ
れ
て
い
る｢

石

綿｣(

ア
ス
ベ
ス
ト)

を
削
除
す
る
。 

② 
 

林
野
火
災
の
出
火
防
止
を
図
る
た
め

に
、
火
災
警
報
発
令
中
に
お
け
る
喫
煙
を
し

な
い
こ
と
。 

③ 
 

消
防
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
一
般

住
宅
に
「
住
宅
用
防
災
警
報
器
」
の
設
置
が

義
務
付
け
ら
れ
、
設
置
及
び
維
持
基
準
を

市
町
村
条
例
で
定
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

④ 

施
行
は
、
平
成
１
８
年
６
月
１
日
。

(

経
過
措
置
と
し
て
、
現
在
の 

住
宅
に
つ
い
て
は
、
基
準
に
適
合
し
な
い
と
き
は
平
成
２
３
年
５
月
３
１

日
ま
で
の
間
は
適
用
し
な
い
） 




